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データ要件・連携要件（各論）業務ID

備考

・データ項目「住所_町字コード」の入出力を行う際は、当分の間、デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定できなくてもよい。

・一部機能の経過措置の対象となった機能に関連するデータ項目ID及び連携IDについては、当該機能が実装されるまでの間は適合できなくてもよい。

・上記の版数による業務間連携を行う場合において、事業者間での連携調整が困難な特別の事情があるときは、デジタル庁が認める方法によることができる。


